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Ⅰ 環境対策の推進
１．農林水産業・食品産業における地球温暖化対策の加速化

【２３３，４６１(２３２，５６１）百万円】

対策のポイント
京都議定書の温室効果ガス排出量１９９０年比６％削減約束の達成等に向

け、農林水産業・食品産業における排出削減対策や森林等吸収源対策の着実
な推進に加え、農山漁村における再生可能エネルギーを供給する取組等を促進し
ます。

＜背景／課題＞
・我が国は地球温暖化防止に向けて京都議定書の第一約束期間（２００８～２０１２年）

の温室効果ガス排出量を１９９０年比で６％削減する義務を負っており、地球温暖化
対策を一層推進する必要。

政策目標
京都議定書の温室効果ガス排出量６％削減約束等の達成に向けた

農林水産業・食品産業におけるさらなる排出削減

＜内容＞
Ⅰ．地球温暖化防止策

１．農林水産業・食品産業における排出削減対策
（１）施設園芸の温室効果ガス排出削減対策

施設園芸において、先進的省エネルギー加温設備（ハイブリッド加温設備や木質
バイオマス利用加温設備）及び高断熱被覆設備（外張多重化設備や内張多層化設備）
を組み合わせた設備の導入、省エネルギー効果の高い新技術の開発・実証を支援し
ます。
【生産環境総合対策事業のうち

先進的省エネルギー加温設備等導入事業 ２３０（２５４）百万円
施設園芸省エネルギー新技術等開発支援事業 ２９（７６）百万円】

（２）水産分野における温室効果ガス排出削減対策
① 電動漁船の開発

二酸化炭素排出の大幅な削減に資する省エネルギー効果の高い電動漁船の開発
を行います。

【漁船等環境保全・安全推進技術開発事業のうち電動漁船等
地球環境保全型漁船の技術開発事業 １６４（３１２）百万円の内数】

② 漁港のエコ化
再生可能エネルギーの導入等による漁港のエコ化を推進する上での問題点を解

明するため、現地調査等を通じた検証を行います。
【漁港のエコ化推進事業 ５９（０）百万円】

（３）食品産業における温室効果ガス排出削減対策
CO2排出削減に向けた多様な取組事例（製造・流通・販売分野の事業者が連携し

た取組等）の調査・検討・分析を実施し、具体的方策を取りまとめる検討会を開催
するとともに、当該具体的方策の普及啓発資料を作成し、中小食品関連事業者向け
の研修会を開催するための経費等を支援します。

【食品産業環境対策支援事業 １１１（２２１）百万円】

- 1 -



２．森林等吸収源対策
（１） 森林吸収源対策の着実な推進

集約化し計画的に搬出間伐を行う者への直接支払制度や丈夫で簡易な林業専用道
の整備等を推進します。また、深層崩壊など激甚な災害をもたらした台風等により
被災した山地等の復旧整備を通じ、安全・安心を確保します。

これらにより、京都議定書第一約束期間における森林吸収目標１，３００万炭素
トンの達成に向けた取組を着実に推進します。
【森林整備事業・治山事業（公共） １７４，８１９（１７９，０４２）百万円】

（２） 土壌が有する地球温暖化防止機能の活用
① 農地土壌が有する地球温暖化防止機能の活用に向けた調査事業

農地及び草地の土壌炭素貯留量を国際ルール（IPCCガイドライン）に基づいて
算定するため、全国約3,700点において土中炭素量の測定等を行います。

また、有機質肥料施用に伴う温室効果ガス（N2O）発生量の調査を実施します。
【生産環境総合対策事業のうち

土壌由来温室効果ガス・土壌炭素調査事業 １１３（２４１）百万円】
② 環境保全型農業直接支援対策

農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、
地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に取り組む場合に、取組面積に応じた支
援を実施します。

【環境保全型農業直接支援対策 ２，６４４（２，９０９）百万円】

３．農山漁村における再生可能エネルギーを供給する取組の推進
農山漁村において、農林漁業者等の参画を得た再生可能エネルギー電気の供給モデ

ルの構築や、小水力等発電設備の導入に係る調査設計や協議調整の支援、低コスト小
水力発電施設の導入等に向けた実証等の取組への支援を行います。

【農山漁村再生可能エネルギー導入事業 １，２２４（０）百万円
復旧・復興対策分８３９百万円】

Ⅱ．地球温暖化適応策
１．農林水産分野における温暖化適応技術の開発

精度の高い収量・品質予測モデル等を開発し、気候変動による農林水産物への影響
を評価するとともに、温暖化の進行に適応した栽培・飼養管理技術や害虫防除システ
ムを開発します。また、ゲノム情報を最大限に活用して、高温や乾燥等に適応する品
種を開発します。

【気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発
１，２８２（１，４４６）百万円の内数】

２．水産分野の地球温暖化適応策
地球温暖化によりもたらされる養殖業に対する悪影響を防止するため、ＤＮＡマー

カー等のゲノム情報を活用して高水温耐性等を有する養殖品種の評価・選抜等を行い
ます。

【地球温暖化対策推進費のうち地球温暖化による
沿岸漁場環境への影響評価・適応技術の開発 ６６（８２）百万円の内数】

Ⅲ．地球温暖化対策に関する国際協力
途上国の食料生産のニーズを満たしつつ気候変動の緩和に貢献するため、我が国が

中心となって開発したガス発生量測定手法を用いてほ場実証試験を行い、温室効果ガ
スの排出削減ポテンシャルが高い栽培管理技術を確立します。

【水田からの温室効果ガスを削減する技術の多国間検証 １０（０）百万円】

［お問い合せ先：大臣官房環境政策課（０３－６７４４－２０１６（直））］

- 2 -



京都議定書の温室効果ガス排出量１９９０年比６％削減約束の達成等に向け、農林
水産業・食品産業における排出削減対策や森林等吸収源対策の着実な推進に加え、
農山漁村における再生可能エネルギーを供給する取組等を促進します。

【２３３，４６１（２３２，５６１）百万円】

農林水産業・食品産業における地球温暖化対策の加速化

Ⅰ 地球温暖化防止策

（２）水産分野における温室効果ガス排出削減対策
電動漁船の開発や漁港のエコ化の検証等を実施。
漁船等環境保全・安全推進技術開発事業 １６４（３１２）百万円の内数
漁港のエコ化推進事業 ５９（０）百万円

（１）施設園芸の温室効果ガス排出削減対策
先進的省エネルギー加温設備及び高断熱被覆設備を組み合わせた
設備の導入、省エネルギー効果の高い新技術の開発・実証を支援。
生産環境総合対策事業のうち

先進的省エネルギー加温設備等導入事業 ２３０（２５４）百万円
施設園芸省エネルギー新技術等開発支援事業 ２９（７６）百万円

Ⅲ 地球温暖化対策に関する国際協力

温室効果ガス排出削減効果が高い栽培管理技術の確立等、世界の農林水産業からの地球温暖
化対策が促進されるよう国際協力を推進。

Ⅱ 地球温暖化適応策

温暖化の進行に適応した生産安定技術の開発及び高温等に適応する品種の開発等を実施。

（１）森林吸収源対策の着実な推進
京都議定書第一約束期間における森林吸収目標１，３００万
炭素トンの達成に向けた取組の着実な推進。
森林整備事業・治山事業（公共）
１７４，８１９（１７９，０４２）百万円

農林漁業者等の参画を得た再生可能エネルギー電気の供給モデル構築や、小水力等発電
設備の導入に係る調査設計や協議調整等を支援。
農山漁村再生可能エネルギー導入事業 １，２２４（０）百万円、復旧・復興対策分８３９百万円

（３）食品産業における温室効果ガス排出削減対策
CO2排出削減に向けた多様な取組事例の調査・検討・分析
を実施し、中小食品関連事業者への研修会の開催等を支援。
食品産業環境対策支援事業 １１１（２２１）百万円

１．農林水産業・食品産業における排出削減対策

２．森林等吸収源対策

３．農山漁村における再生可能エネルギーを供給する取組の推進

電動漁船等の開発

（２）土壌が有する地球温暖化防止機能の活用
土中炭素量の測定や地球温暖化防止等に効果の
高い営農活動に対する支援等を実施。
生産環境総合対策事業のうち

土壌由来温室効果ガス・土壌炭素調査事業 １１３（２４１）百万円
環境保全型農業直接支援対策 ２，６４４（２，９０９）百万円 有機物の土壌投入による

炭素貯留

間伐などの森林整備の推進

投入

加温設備等の導入支援

CO2排出削減方策の推進
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２．農林水産業における生物多様性に関する対策の推進

【６２，０９４（６５，１８０）百万円の内数】

対策のポイント
2010年10月に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）
を踏まえ、農林水産業における生物多様性に関する取組を一層推進します。

＜背景／課題＞
・農林水産業は、自然界の多様な生物が関わる循環機能を利用しており、持続可能な農
林水産業の維持・発展のためには、生物多様性の保全は不可欠。
・また、担い手の減少などによる農林水産業の活動の停滞に伴い、身近に見られた種の
減少や鳥獣被害が深刻化。
・平成22年に開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で生物多様性戦略

計画2011-2020・愛知目標や農業と生物多様性に関する決議等が採択。

・我が国の農林水産業、農山漁村が有する生物多様性の保全等の機能について、これら

の決議も踏まえ、より一層の発揮が必要。

・こうしたことから、農林水産省生物多様性戦略を見直し、農林水産業における生物多

様性に関する取組の推進が重要。

政策目標
○生物多様性をより重視した農林水産業の推進
○わが国農林水産業の生物多様性への貢献

＜内容＞
１．生物多様性保全を重視した農林水産業への理解推進

① 生物多様性保全面からみた農林水産業や農山漁村資源管理活動の経済的評価に関
する国内外事例を調査し、日本の農林水産業の実情に適した評価手法を検討し、民
間による支援のための取引手法を構築します。

② カルタヘナ議定書締約国会議議長国として、開発途上国がカルタヘナ議定書を実
施するために必要となる能力開発を推進するため、開発途上国の能力開発のための
ワークショップを実施します。

農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業のうち
生物多様性保全推進調査事業 １２（１３）百万円

カルタヘナ議定書に係る開発途上国の能力開発・強化事業
２７（３２）百万円

２．田園地域・里地里山における保全
① 農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで地

球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を実施
します。

環境保全型農業直接支援対策 ２，６４４（２，９０９）百万円
補助率：定額

事業実施主体：農業者等

② 鳥獣被害対策実施隊による捕獲や追い払いをはじめとした地域ぐるみの被害防止
活動や侵入防止柵の整備等の鳥獣被害防止のための取組に支援します。

また、県域を越える複数の市町村が連携して行う広域的な鳥獣被害対策の取組や

人材育成に支援します。

さらに、東日本大震災や原子力発電所事故に伴う捕獲活動の低下による鳥獣被害

の拡大を抑制するための侵入防止柵の整備（改良復旧）等に支援します。
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鳥獣被害防止総合対策交付金 ９，５００（１１，２８３）百万円

東日本大震災農業生産対策交付金 ２，８９９（０）百万円の内数

補助率：１／２以内等

事業実施主体：地域協議会、民間団体等

③ 活動組織等が地域共同で行う農地、水路等の資源の日常の管理と水質保全、生態
系保全などの農村環境の向上に資する活動を支援します。さらに、水質・土壌・地
域環境の高度な保全活動等を、取組の内容に応じて追加的に支援します。

農地・水保全管理支払交付金
２４，６９５（２１，１５９）百万円の内数

補助率：定額
事業実施主体：地域協議会、農業者等の組織する団体等

３．森林における保全
森林における生物多様性保全を総合的に推進するため、

① 全国土を対象に、植生等の生物多様性に関する定点観測、データの分析
② デジタル空中写真の活用等による、森林植生等の状況を効率的かつ高精度に把

握するための実用化技術の開発
③ 森林の保護・管理に係る技術開発、野生鳥獣被害対策技術の開発

等を実施します。
森林生態系多様性基礎調査 ３４３（３６４）百万円
デジタル森林空間情報利用技術開発事業 ２２７（２６４）百万円

森林環境保全総合対策事業 １６７（２６７）百万円

補助率：定額、委託
事業実施主体：民間団体

４．里海・海洋における保全
① 漁業者や地域住民等による藻場・干潟等の保全活動を支援するとともに、保全活

動の優良事例の普及や技術的サポート等を行います。
環境・生態系保全対策 ３９５（５８８）百万円

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

② 水産生物の生活史に対応した藻場・干潟から沖合域までの良好な生息環境を一体
的に整備する水産環境整備を推進します。

水産環境整備事業 １０，４４０（９，４９７）百万円
補助率：１／２等

事業実施主体：地方公共団体等

５．遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進
国内の遺伝資源利用者が海外の遺伝資源を円滑に取得するために必要な情報の提

供や、相手国等との意見調整の支援を行います。
農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 ２６（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課（03－6744－2017（直））］
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Ⅱ 環境政策課関係予算
１．農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業

【４１(４３)百万円】

対策のポイント
・農林水産分野における温室効果ガス排出量の算定方法を改善するとともに、

「ＣＯ の見える化」を推進します。2

・農林水産分野における生物多様性保全効果の発揮、民間による支援活動の
拡大を推進します。

＜背景／課題＞

・温室効果ガス排出削減目標の達成に向けて、排出量算定方法をより実態に即したもの

へ改善するとともに、排出削減に向けた取組の加速化を図るため、農林水産物の生産

や加工等に係る温室効果ガス排出状況を明示するカーボンフットプリント等の｢ＣＯ2

の見える化｣を推進することが必要です。

・また、食と農林漁業の再生推進本部で決定された「我が国の食と農林漁業の再生のた

めの基本方針・行動計画」においては、地域の力が総合的に発揮されるよう、企業や

消費者が農林漁業を支援する仕組みの導入等を推進するとされています。

・農林水産分野の活動の生物多様性保全効果について経済的評価を行い、これをクレジ

ットとして取引する「グリーン・デベロップメント・メカニズム（ＧＤＭ）」が注目

されており、こうしたシステムの実用化により、外部から農林水産分野への活動資金

の導入を促進することが必要です。

政策目標
農林水産分野におけるカーボンフットプリントの認定事例数を150件に拡大

(平成24年度)するとともに、農林水産分野に対応する日本版ＧＤＭの仕組み
を構築

＜主な内容＞

１．農林水産業由来温室効果ガス排出量精緻化検討・調査
水田、畑地、畜舎等において、ＣＨ 及びＮ Ｏ排出量の実測調査や知見の収集・4 2

整理を行うことにより、より実態に即した農林水産業由来温室効果ガス排出量の算

定方法を検討します。 補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．「ＣＯ の見える化」データベース整備2

農林水産物の生産段階における排出量データを調査・収集し、品目、作型、加工

度の違いにも対応できる詳細な排出原単位等のデータベースを整備します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．生物多様性保全推進調査事業
生物多様性保全面からみた農林水産業や農山漁村資源管理活動の経済的評価に関

する国内外事例を調査し、日本の農林水産業の実情に適した評価手法を検討し、民
間による支援のための取引手法を構築します。 補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課（０３－６７４４－２０１７（直））］
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農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業 【４１（４３）百万円】

農林水産業で使用
する生産資材や原
材料に係る温室効
果ガス排出量の排
出原単位等の調
査・検討

２． ｢ＣＯ２の見える化｣基礎データ検討・調査

水田、畑地、畜舎等において温室効果ガス排出量の実測調
査等を行うことにより実態に即した排出係数等を調査・検討

実測や既存の知
見の整理による算
定方法の改善

算定方法検討
農業分科会に

よる検証

国際的に公表
する日本の温室
効果ガス排出量

の精緻化

１．農林水産業由来の温室効果ガス排出量精緻化検討・調査

○ 気候変動枠組条約に基づく温室効果ガス排出量の条約事務局への報告に
ついて、実態に即した算定方法に改善していく必要。

○ 温室効果ガス排出削減目標（2020年までに1990年比25％削減）達成に向け、
国民全体での強力な取組推進が必要。

○ 農林水産業の生物多様性保全機能の認識が進み、民間による支援活動の拡大
が必要。

→ 温室効果ガス排出量の算定方法の適正化
農林水産物から排出されるCO２の「見える化」の拡大展開
農林水産業等による生物多様性保全効果の経済的評価手法の検討と
民間企業等が支援する仕組の構築

算定ツール

（排出量の概算を算定
できる表計算ソフト等）

ツールを使って算定
した生産物の排出
量と、参考値との比

較等が可能。

排出量の参考値

（地域別、品目別の
標準的な排出量）

排出原単位等の基
礎的データ

３．生物多様性保全推進調査

①農林水産業等による生物多
様性保全効果の経済的評価
手法の調査・検討

②民間が活動を支援するため
の仕組（日本版ＧＤＭ）の
構築

グリーン・デベロップメント・メカニズム（ＧＤＭ）
の仕組み（イメージ）

企業等（ＣＳＲ活動等）

クレジット

評価基準

農家等

保全活動

クレジット登録

支払い

クレジット
認証機関

ＣＯ２削減効果

３０%
２

ＣＯ２削減効果

３０%
２

日本国温室効
果ガスインベン
トリ報告書

農林水産物（１次産品及び加工品）に係る温室効果
ガス排出原単位等の調査

２．｢ＣＯ２の見える化」データベース整備

算定ツールによる
自分の生産物の

排出量算出
生産者

品目ごとの排出
原単位等のデータ

ツールに活動
量を入力

ツールに
データ組込

排出量の参考値

（地域別、品目別の
標準的な排出量）

自分の排出量
と参考値との
比較が可能
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２．農林水産分野における遺伝資源利用促進事業
【２６(０）百万円】

対策のポイント
国内の遺伝資源利用者が海外の遺伝資源を円滑に取得するために必要な情

報の提供や、相手国等との意見調整の支援を行います。

＜背景／課題＞

・平成２２年１０月に開催された生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ１０）にお

いて、遺伝資源の利用や利益配分に関する名古屋議定書が採択されるなど、資源国では

権利意識の高まりから遺伝資源の持ち出しを規制する傾向にあります。

・国内の遺伝資源を利用した生産活動や研究活動が停滞することがないよう、海外の遺

伝資源を円滑に取得するために必要な情報提供や相手国等との意見調整等の支援を行い

ます。

政策目標

海外からの遺伝資源の取得に関する合意が４ヶ国で行われる

＜主な内容＞

１．遺伝資源提供国の法制度等調査及び国内利用者への情報提供

国内利用者からのニーズの高い遺伝資源提供国を対象として法制度等を調査し、

国内利用者に対して遺伝資源の取得に必要な相手国の手続きや申請機関等の情報提

供を行います。

２．遺伝資源取得のための相手国等との意見調整支援

海外の遺伝資源利用に必要な相手国との事前同意や遺伝資源所有者との相互合意

を促進するため、意見調整の支援等を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課 （０３－６７４４－２０１７（直））］
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